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長井市告示第２３８号 

長井市デジタルツイン活用推進業務公募型プロポーザル実施要領を次のとおり定める。 

令和８年６月１５日 

長井市長 内谷 重治     

 

 

長井市デジタルツイン活用推進業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、デジタルツインを導入・活用し、災害リスクの可視化、危険度の予測、住民理解

の促進および避難行動の実効性向上を図るために実施する長井市デジタルツイン活用推進業務に

ついて、公募型プロポーザルを実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

長井市デジタルツイン活用推進業務 

（２）業務内容 

別紙１「仕様書」のとおり。 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和11年３月31日（土）まで 

（４）提案に係る上限額 

令和8年度  ７６，９２５，２００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

令和9年度  ５５，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

令和10年度 ３３，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

総額   １６４，９２５，２００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（５）費用 

業務の実施に必要な設計及び開発、監理、運用費、機器等の借上げ、諸経費等、本業務に係る

全ての費用を含むものとする。 

 

３ プロポーザルの参加者の募集 

（１）募集方法 

長井市役所の掲示場への掲示及び長井市ホームページで公募する。 

（２）公募期間 

令和８年６月１５日（月）から令和８年７月１日（水）まで 

 

（３）参加要件 

次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

① 業務の遂行に当たって、次のア～イに示す体制がとれること。 

ア プロポーザル審査に係る企画・提案を行ったスタッフと同一のスタッフ又は同等

の見識・スキルを持つスタッフが契約期間を通じて業務を担当すること。 
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イ 常に連絡の取れるスタッフを配置し、そのスタッフが責任を持って市担当者との

連絡調整を行うこと。 

② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第１６７条の４に規定する者に該当しない者で

あること。 

③ 本プロポーザルを実施する年度の長井市指名競争入札参加者登録に参加者登録申請が提

出されていること。 

④ 長井市競争入札参加資格者停止要綱（平成24年10月１日）に基づく指名停止措置を受け

ていない者であること。 

⑤ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77条。以下この

号において「法」という。)第２条第２号に規定する暴力団(以下「暴力団」とい

う。) 

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

エ 役員等(プロポーザルに参加する者の代表者若しくは役員又はこれらの者から市と

の取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員又は暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人 

オ プロポーザルに参加する個人から市との取引上の一切の権限を委任された代理人

が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合におけ

る当該個人 

カ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質

的に関与している個人又は法人 

⑥ 個人情報の取り扱いなどに留意し、業務内容についての守秘義務を遵守できること。 

（４）提案方法 

「単一の事業者による提案」又は「主たる提案者及び本事業の遂行に必要な契約を市と個別に

締結する共同事業者の共同提案※」とする。なお、共同提案の場合は、以下の要件を満たすこと。 

① 主たる提案者及び共同事業者の共同で行うこととし、参加申込手続きを連名で行うこと。

また、提案の際、共同事業者一覧表（様式第５号）により、市とそれぞれの共同事業者が

個別に契約を締結する業務の内容を明確にするとともに、業務の遂行に当たっては全事業

者が協力して行うこと。 

② 市と共同提案を構成するそれぞれの事業者が個別に契約を締結する業務の内容、当該業

務に対応する事業者及び契約に係る見積りを提案すること。 

③ （３）参加要件のうち③については、主たる提案者のみが満たせば可とする。 

④ 共同提案を構成する全事業者が、本事業への単独提案及び他の共同提案への参加を行っ

ていないこと。 

※ 本事業の遂行において、複数の事業者が関与する場合でも、一の事業者との契約締結で足

りる場合は「単一の事業者による提案」とすること。 
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４ スケジュール 

日 時 内 容 

令和８年６月15日（月） 公募開始 

６月22日（月）17時 質問の提出期限 

６月25日（木） 質問への回答予定 

７月１日（水）17時 参加表明書の提出期限 

７月８日（水）17時 企画提案書等の提出期限 

７月15日（水）13時15分 面接審査 

 

５ 質問書の提出 

本要領又は仕様書に質疑がある場合は、６月22日（月）17時必着で持参又は郵送により、質問書

（様式第３号）を提出すること。郵送の場合は、必ず、郵便物の引受から配達までの送達過程を記

録する「一般書留」で郵送すること。回答は、６月25日（木）まで長井市ホームページ上に掲載す

る。 

 

６ 参加表明書等の提出 

（１）提出期限 

令和８年７月１日（水）17時必着 

（２）提出書類 

① 公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号）…１部 

共同提案の場合は、主たる提案者について提出すること。 

② 提案事業者会社概要（様式第２号）…９部 

共同提案の場合は、主たる提案者について提出すること。 

（３）提出方法 

①持参又は郵送により提出することとし、郵送の場合は、必ず、郵便物の引受から配達までの

送達過程を記録する「一般書留」で郵送すること。 

②既に送達した参加表明書等の訂正、差替え及び再提出は認めない。 

③提出期限を過ぎて到達したもの、普通郵便、宅配便など、指定の方法以外で送達されたもの

は受理しない。 

（４）提出先 

下記13のとおり 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

令和８年７月８日（水）17時必着 

（２）提出書類 

① 長井市デジタルツイン活用推進業務公募型プロポーザル参加申込書（様式第４号の１又は

様式第４号の２）…１部 

・単独提案の場合は様式第４号の１、共同提案の場合は様式第４号の２を提出すること。 

・様式第４号の２について、共同事業者の様式が不足する場合は適宜コピーし、全事業
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者分提出すること。 

② 共同事業者一覧表（様式第５号）…９部 

・共同提案の場合のみ提出すること。 

③ 共同事業者会社概要（様式第６号）…９部 

・共同提案の場合のみ、全ての共同事業者について提出すること。 

④ 企画提案書等一式…９部 

ア 企画提案書 

・企画提案書には、仕様書に掲げる各事項について、具体的な提案を記載するこ

と。また、業務の実施手順及び実施体制、業務スケジュールを記載すること。 

・企画提案書作成に当たって、前提条件・情報が不足している場合は、提案者に

おいて仮説を立て、それを前提条件と明記し対応すること。 

・Ａ４版とし、表紙・目次を含めて40ページ以内で作成すること。 

・Ａ３版折込を入れる場合は、２ページ扱いとする。 

イ 見積書及び積算内訳書 

・履行期間内に本業務内容を実施するための費用について作成すること。 

・見積書及び積算内訳書の作成に当たって、前提条件・情報が不足している場合

は、提案者において仮説を立て、それを前提条件と明記し対応すること。 

・金額は、消費税を除く金額及び消費税を含む金額の両方を記入すること。 

ウ 直近の決算書類（貸借対照表及び損益計算書） 

・共同提案を行う場合は、共同事業者分も提出すること。 

（３）書類提出に当たっての留意事項 

①（２）の提出書類は書面及び電子データを提出すること。 

②書面での提出は、本要領に指定がない場合、Ａ４版で提出すること。Ａ３版で提出する書類

は折り込んで、Ａ４版と同等のサイズで提出すること。 

③電子データは、マイクロソフト・ワード、エクセル、パワーポイントで閲覧可能な形式又は

ＰＤＦ形式によるものとし、ＣＤ-ＲОＭに保存した上で提出すること。 

（４）提出方法 

①持参又は郵送により提出することとし、郵送の場合は、必ず、郵便物の引受から配達までの

送達過程を記録する「一般書留」で郵送すること。 

②既に送達した企画提案書等の訂正、差替え及び再提出は認めない。 

③提出期限を過ぎて到達したもの、普通郵便、宅配便など、指定の方法以外で送達されたもの

は受理しない。 

（５）提出先 

下記13のとおり。 

 

８ 審査方法 

参加要件を満たし、企画提案書等を提出した者について、面接審査（提出書類等に基づくプレゼ

ンテーション及び質疑応答）を実施する。審査は、長井市デジタルツイン活用推進業務公募型プロ

ポーザル審査委員会が実施し、別紙２「長井市デジタルツイン活用推進業務公募型プロポーザル 

審査票」の審査基準に基づき契約候補者を選定する。 
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面接審査の詳細な時間については参加申込者に別途通知する。 

①日  時：令和８年７月15日（水）13時15分から 

②場  所：長井市役所２階 市民防災研修室 

③内  容：プレゼンテーションの順番は、参加表明書の受付順に行う。プレゼンテーションは

原則として、企画提案書をモニター投影することにより説明することとする。資料

の差替えや追加は認めない。出席者は５名以内とし、オンラインによる参加は認め

ない。 

④設定時間：１事業者につき40分（プレゼンテーション20分以内、質疑20分以内）。 

⑤そ の 他：審査委員会は非公開とする。 

市がHDMIで接続可能なモニターを準備する。 

パソコン等は各自準備すること（Mac端末不可）。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果は、決定後速やかに通知する。ただし、審査結果に関する異議申し立ては受け付けない。 

 

10 契約の締結 

①審査委員会において契約候補者となった者と提案された内容を基本として協議を行い、仕様を

確定させたうえで、契約を締結する。 

②契約候補者との契約締結の協議が不調に終わった場合は、次点事業者と交渉することとする。 

③複数の事業者で共同提案された場合は、個別にそれぞれの事業者と契約することも可能とする。 

④契約について、市と契約を締結する者は、委託業務の全部若しくはその主たる部分を一括して

第三者に委託してはならないものとする。 

 

11 無効又は失格 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

①提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

④審査の公平性を害する行為があった場合 

⑤プレゼンテーションに欠席した場合 

⑥その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

 

12 その他留意事項 

①企画提案に要する費用はすべて参加者の負担とする。 

②提出された企画提案書、見積書等は返却しない。 

③本要領に定めのない事項については、適宜市が判断するものとする。 

 

13 連絡・書類等提出先 

長井市 総合政策課 デジタル推進室 担当：安部、佐藤 

住所：〒993-8601 山形県長井市栄町１番１号 
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電話：0238-82-8001（内線255） FAX：0238-83-1070 

E-Mail：s-digital@city.nagai.yamagata.jp 


